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市では、市の広報紙、ホームページに掲載する広告を募集しています。詳しくは情報政策課広報係☎0940（36）1055まで
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手
当
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児
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特
別
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童
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当
、
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と
り
親
家
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費
助
成
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度

お知らせ

 ■問い合わせ先
 　▽香椎税務署会場、還付センター＝香椎税務署　☎０９２（６６１）１０３１
 　▽市役所会場＝税務課市民税係　☎（36）７３５０

確定申告会場・日時など
会場 日時・内容

香椎税務署
◆２月16日（水）〜３月15日（火）

受付時間　9:00〜16:00
＊還付申告は受付中
＊土・日曜日、祝日は除く。ただし２月20日（日）、同27日（日）に限り開庁

還付センター
（自由ヶ丘コミセン）

◆２月１日（火）〜同４日（金）
受付時間　9:30〜11:30、13:00〜15:00

＊住宅借入金等特別控除や医療費控除などの還付申告のみ

市役所
（北館１階・
１０３会議室）

◆２月16日（水）〜３月15日（火）
受付時間　9:00〜11:30、13:00〜16:00

＊土地・建物、株式などの譲渡所得や、先物取引などにかかる雑所得、営業、農
業、不動産の所得がある場合は受付不可

＊土、日曜日を除く

●営業、農業、不動産所得がある場合
　市役所では、２月17日（木）、同18日（金）、同21日（月）、同22日（火）の
　 9:30〜11:00、13:00〜15:00のみ受付可

市
地
球
温
暖
化
対
策
実
行
計
画
・

〈
区
域
施
策
編
〉（
案
）

　

市
で
は
、
市
民
、
市
内
事
業
者
、
市
が
取
り
組
む
地
球
温

暖
化
対
策
と
し
て
、「
市
地
球
温
暖
化
対
策
実
行
計
画
〈
区

域
施
策
編
〉（
案
）」
を
策
定
し
ま
し
た
。
こ
の
案
を
も
と
に
、

さ
ら
に
広
く
市
民
の
意
見
を
計
画
に
反
映
さ
せ
る
た
め
、
市

民
意
見
提
出
手
続
（
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
）
を
実
施
し

ま
す
。
寄
せ
ら
れ
た
意
見
は
必
要
に
応
じ
、
計
画
に
反
映
し

て
い
き
ま
す
。
そ
の
結
果
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
公

表
し
ま
す
。

＊
計
画
と
か
か
わ
り
の
な
い
も
の
、
意
見
提
出
で
氏
名
な
ど

必
要
事
項
の
記
載
が
な
い
も
の
、
第
三
者
の
正
当
な
権
利

を
侵
害
す
る
意
見
な
ど
は
、
手
続
を
適
用
し
な
か
っ
た
り
、

公
表
を
し
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す

＊
個
別
の
回
答
は
し
ま
せ
ん

【
関
連
記
事
１
ペ
ー
ジ
】

■ 

問
い
合
わ
せ
先　

環
境
保
全
課　

☎
（
36
）
１
１
３
０

●
計
画
名
　
市
地
球
温
暖
化
対

策
実
行
計
画〈
区
域
施
策
編
〉

（
案
）

●
内
容
　
市
民
、市
内
事
業
者
、

市
が
取
り
組
む
地
球
温
暖
化

対
策

●
意
見
募
集
期
間
　
２
月
１
日

（
火
）
～
３
月
２
日
（
水
）

●
閲
覧
場
所
　
環
境
保
全
課
窓

口
（
市
役
所
西
館
１
階
）、

市
役
所
情
報
コ
ー
ナ
ー
、
大

島
行
政
セ
ン
タ
ー
、
中
央
公

民
館
、
岬
地
区
公
民
館
、
宗

像
ユ
リ
ッ
ク
ス
、
各
地
区
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
、

市
民
活
動
交
流
館
（
メ
イ
ト

ム
宗
像
）、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（http://w

w
w

.city.
m

unakata.lg.jp/

）→「
市

内
に
お
住
ま
い
の
方
」→「
市

民
意
見
提
出
手
続
パ
ブ
リ
ッ

ク
・
コ
メ
ン
ト
」

●
応
募
資
格
　
市
内
に
在
住
か

通
勤
、
通
学
す
る
人
、
事
業

所
な
ど
を
持
つ
人
、
計
画
案

に
利
害
関
係
の
あ
る
人

●
意
見
の
提
出
方
法
　
提
出
の

様
式
は
自
由
で
す
が
、
①
住

所
②
氏
名
③
電
話
番
号
④

市
外
の
人
は
勤
務
先
な
ど

市
と
の
関
係
や
利
害
関
係

を
明
記
し
、
環
境
保
全
課

へ
郵
送
（
〒
８
１
１
・
３

４
９
２
／
住
所
不
要
）
か

持
参
か
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
＝

（
37
）
３
０
４
６
か
、
メ
ー

ル
＝kankyou @

city.
m

unakata.fukuoka.jp

か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
前

述
）
の
い
ず
れ
か
で
提
出

市
　
か
　
ら

　
市
で
は
、
施
設
の
老
朽
化
に

伴
い
、
岬
地
区
公
民
館
を
３
月

31
日
（
木
）
で
閉
館
し
ま
す
。

理
解
と
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
市
民
活
動
推
進
課
文
化
・
ス

ポ
ー
ツ
推
進
係

　
☎
（
36
）
１
５
４
０

岬
地
区
公
民
館
を

閉
館
し
ま
す

　
子
ど
も
手
当
、
児
童
扶
養
手

当
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
、
ひ

と
り
親
家
庭
等
医
療
費
の
助
成

を
受
け
る
に
は
、
一
定
の
制
限

が
あ
り
ま
す
。
各
手
当
は
、
認

定
請
求
を
し
た
月
の
翌
月
分
か

ら
支
給
対
象
。
医
療
費
は
、
申

請
し
た
月
か
ら
助
成
。
詳
し
く

は
問
い
合
わ
せ
を
。

【
子
ど
も
手
当
】

　
中
学
校
修
了
前
（
15
歳
に

な
っ
て
か
ら
最
初
の
３
月
末
ま

で
）
の
子
ど
も
が
対
象

●
受
給
資
格
　
対
象
の
子
ど

も
を
監
護
し
養
育
し
て
い

る
人

【
児
童
扶
養
手
当
】

　
父
母
の
離
婚
や
死
亡
な
ど

で
、
父
か
母
と
生
計
が
異
な

り
、
18
歳
に
な
っ
て
か
ら
最
初

の
３
月
末
（
法
で
定
め
る
一
定

の
障
が
い
が
あ
る
場
合
は
20
歳

未
満
）
ま
で
の
児
童
が
対
象
。

●
受
給
資
格
　
対
象
児
童
を
監

護
し
養
育
し
て
い
る
父
か
母

か
養
育
者

【
特
別
児
童
扶
養
手
当
】

　
精
神
か
身
体
が
、
政
令
で
定

め
る
障
が
い
の
状
態
に
あ
る
20

歳
未
満
の
児
童
が
対
象
。

●
受
給
資
格
　
対
象
児
童
を
監

護
し
養
育
し
て
い
る
人

【
ひ
と
り
親
家
庭
等医

療
費
助
成
】

　
父
母
の
離
婚
や
死
亡
な
ど

で
、父
か
母
と
生
計
が
異
な
り
、

18
歳
に
な
っ
て
か
ら
最
初
の
３

月
末
ま
で
の
児
童
と
、
父
か
母

が
対
象
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
福
祉
課
児
童
母
子
係

☎
（
36
）
１
１
５
１


